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(57)【要約】
回転機械内にて駆動軸と共に回転するように配置された
、軸方向面シール組立体が開示されている。該シール組
立体は、キャリア４内に着座して密封する端面２を提供
するシール部材１を備えており、キャリアは、基部材６
に対して回転不可能に接続されているが、基部材とキャ
リアとの間に介在された圧縮ばね５により基部材に対し
て軸方向に可動であり且つ該基部材から偏倚されており
、該基部材は、第一の端部１７及び第二の端部１８を有
する開放したリングクランプ７により駆動軸に軸方向に
及び回転不可能に固定することができる。リングクラン
プは、基部材上に支持され、上記の第一の端部１７及び
第二の端部１８の少なくとも一方は、周方向に向けて他
端に対して可動であり、締結手段８は、リングクランプ
の第一の端部と第二の端部との間の相対的な距離を調節
し得るように基部材上に回転可能に軸支されている。シ
ール組立体に対する軸方向アクセスのみを必要とする取
り付け手順にてシール組立体と協働する、取り付け保持
具９が同様に開示されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転機械内にて駆動軸と共に回転するように配置された軸方向面シール組立体であって、
シール部材（１）と、キャリア（４）と、基部材（６）とを連続的な順序にて備え、これ
らの構成要素の全てが駆動軸と同心状の関係にて取り付け得るような形状とされ、
　前記シール部材（１）は、密封端面（２）を提供し得るようにキャリア（４）内に着座
し、該キャリア（４）は、基部材（６）に回転不可能に接続されているが、該基部材に対
して軸方向に可動であり且つ、基部材とキャリアとの間に介在させた圧縮ばね（５）によ
り基部材から偏倚され、前記基部材は、第一の端部（１７）及び第二の端部（１８）を有
する開放したリングクランプ（７）により駆動軸に対して軸方向に及び回転不可能に固定
することができる、前記軸方向面シール組立体において、
　前記リングクランプ（７）は基部材（６）上に支持され、前記第一の端部（１７）及び
第二の端部（１８）の少なくとも一方は他方の端部に対して前記リングクランプの周方向
に向けて可動であり、締結手段（８）が、リングクランプの第一及び第二の端部間の相対
的な距離を調節し得るように基部材（６）にて回転可能に軸支されることを特徴とする、
軸方向面シール組立体。
【請求項２】
請求項１に記載のシール組立体において、前記締結手段（８）は、キャリア（４）に向け
たその頂端部と反対の基部材（６）の底端部に配置されることを特徴とする、シール組立
体。
【請求項３】
請求項２に記載のシール組立体において、前記リングクランプ（７）は、基部材（６）の
底端部の内周（２０）付近にて支持され、リングクランプの第一の端部（１７）は、基部
材の底端部に形成したクランプ座部（１５）内にしっかりと着座する一方、リングクラン
プの第二の端部（１８）は、隣接するクランプの座部（１６）内に配置され、また、隣接
するクランプ座部にてリングクランプの第二の端部と係合する締結手段（８）により周方
向に向けて可動であることを特徴とする、シール組立体。
【請求項４】
請求項１から３の何れかの請求項に記載のシール組立体において、前記締結手段は、シー
ル組立体の長手方向軸線と平行な方向に向けて調節し得るようにアクセス可能である調節
ねじ（８）を備えることを特徴とする、シール組立体。
【請求項５】
請求項４に記載のシール組立体において、前記調節ねじ（８）は、截頭円錐形部分（１４
）を備え、より大きい半径を有する該截頭円錐形部分の端部は、基部材（６）から離れる
方向を向き、該截頭円錐形部分（１４）は、リングクランプ（７）の円形部分をリングク
ランプの端部に接続し調節ねじ（８）の截頭円錐形部分の回りを回っている膝状部（２２
）の内側部と係合することを特徴とする、シール組立体。
【請求項６】
請求項５に記載のシール組立体において、前記截頭円錐形部分（１４）は、調節ねじ（８
）に回転可能に軸支された別個の円錐形スリーブであることを特徴とする、シール組立体
。
【請求項７】
請求項２に記載のシール組立体において、前記締結手段は、Ｃ字形クランプ（３３）を介
してリングクランプ（７）の第一の端部（１７）及び第二の端部（１８）と間接的に係合
する調節ねじ（８）を備え、該Ｃ字形クランプ（３３）は、前記調節ねじ（８）により駆
動され、基部材（６）内を案内されて動くることを特徴とする、シール組立体。
【請求項８】
請求項１から７の何れかの請求項に記載のシール組立体において、前記キャリア（４）は
、キャリアの底端部から突き出し且つ基部材の両端に設けられている相応する止め釘開口
（１１）内に挿入される少なくとも１つの止め釘（１０；１０´）により基部材（６）に
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回転不可能に接続することができることを特徴とする、シール組立体。
【請求項９】
請求項８に記載の軸方向面シール組立体を回転機械内にて駆動軸と共に回転する関係に取
り付ける方法において、
　連続的な順序にて、リングクランプ（７）及び締結手段を有する基部材（６）と、圧縮
ばね（５）と、キャリア（４）と、シール部材（１）とを配置し得るように配置された保
持具（９）上にてシール組立体の構成要素を組み付ける工程と、
　シール部材が回転機械に静止状態に配置された対向したシール面と当接する迄、保持具
及びシール組立体を共に、駆動軸上にて挿入する工程と、
　保持具により設定された所定の程度までシール組立体を圧縮ばねの力に抗して圧縮する
工程と、
　保持具を除去する前に、前記締結手段を締結する工程とを備える、軸方向面シール組立
体を取り付ける方法。
【請求項１０】
請求項８に記載の軸方向面シール組立体を回転機械内の駆動軸と共に回転する関係に取り
付け得るように配置された保持具（９）において、
　頂端部と、底端部と、保持具を当該駆動軸に挿入し得るようにした半径を有する第一の
貫通穴（２６）とを有する本体であって、前記頂端部が、シール組立体の構成要素を保持
具上に配置するように構成された、前記本体と、
　前記シール組立体が保持具上に配置されたとき、締結手段と整合した第二の貫通穴（２
８）であって、締結ツールを前記本体の底端部から挿入し得るようにされた、前記第二の
貫通穴と、を備え、
　保持具本体の前記頂端部は、基部材（６）とキャリア（４）とを所定の軸方向距離にて
相互の関係に支持し得るように配置されることを特徴とする、保持具。
【請求項１１】
請求項１０に記載の保持具において、前記キャリア（４）の底部から突き出す止め釘１０
；１０´に対向する関係にて保持具本体の頂端部から立ち上る突起（２７）を有し、該突
起は、シール組立体が保持具上に配置されたとき、基部材（６）から或る軸方向距離にて
キャリアを支持し、前記突起（２７）及び前記止め釘（１０；１０´）の軸方向長さは、
協働して前記軸方向距離を決定することを特徴とする、保持具。
【請求項１２】
請求項１１に記載の保持具において、前記保持具本体の頂端部の前記突起（２７）は、前
記シール組立体が保持具（９）上に配置されたとき、基部材（６）を貫通する止め釘穴（
１１）内に突き出す止め釘（２７）であることを特徴とする、保持具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転機械内にて駆動軸と共に回転するように配置され、また、回転機械内に
てハウジング壁を通して駆動軸の通路の密封を実現するシール組立体に関する。本発明は
、取り付け保持具に関し、また、新規なシール組立体を回転機械内にて駆動軸に取り付け
るための方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、モータ室から液中ポンプ及びミキサ内の液圧ユニットまでの駆動軸の通路を
密封すべく使用可能であるが、その他の用途も考えられる。該液中ポンプ及びミキサは、
通常、電動モータと、回転軸を介してモータと接続したインペラ／プロペラを有する液圧
ユニットとを備えている。液圧ユニット内の媒体が軸に沿ってモータに入るのを防止する
ため、シール装置が液圧ユニットとモータとの間に配置されている。一般的な型式のシー
ル装置は、軸と共に回転するシールリングを備え、該シールリングは、モータ室の一部を
規定するハウジング壁に装着される静止型シールリングに対して密封するメカニカルシー
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ルである。２つのシールリングがばね力により互いに向けて押し付けられ、媒体が密封境
界面に入るのを防止する。
【０００３】
　液中ポンプにおいて、例えば、流体にて充填したハウジング部分を通って到達する駆動
軸の通路の密封境界面を提供するよう２つのシール組立体から成る１組みのシール組立体
が設置されることが多い。該ハウジング部分は、モータと液圧ユニットとの間にて圧送し
た媒体に対する障壁を規定する。
【０００４】
　上述したシール組立体は、全体として、密封端面を提供するリング形状の軸方向面シー
ル部材を備えており、該軸方向面シール部材は、ばねによりハウジング壁にて静止型シー
ルリングに向けて偏倚されている。ばねは、駆動軸と回転不可能に接続可能な支持部材か
ら支持され、また、ばねからの偏倚力の下、シール部材を固定する軸方向の一定の位置に
支持される。該シール及び支持部材は、同様に、回転不可能に接続され、このため、シー
ル組立体は、駆動軸と共に回転するように且つ駆動軸に対して同心状の関係にて駆動軸上
に支持されている。
【０００５】
　密封面は摩耗を受け易いから、軸方向面シール組立体にて取り付け及び取り外しが容易
であることは重要な特徴である。しかし、多くの回転機械において、駆動軸の回りにて利
用可能な空間は制限されており、また、シール組立体を交換するためには、殆んどの設計
にて、機械ハウジングを開放することを必要とする。このため、取り付け及び交換が容易
であるためには、シール組立体に対する軸方向アクセスのみを必要とする取り付け及び取
り外し手順にて駆動軸に軸方向に及び回転不可能に固定することのできるシール組立体が
必要とされている。
【０００６】
　この目的のため、ルーテス（Ｌｕｔｅｓ）は、米国特許第Ｂ１－６，３６４，６０５号
明細書にて、軸方向面シールに対するキャリア部材が駆動ピンにより駆動軸に回転不可能
に固定された、タービンポンプを開示している。駆動ピンは、キャリア部材から半径方向
に向けて、駆動軸の面を伸びる軸方向に長いキー溝内に達し、該キー溝は、また、キーと
協働して、インペラを駆動軸の端部内に固定する。駆動軸のスナップリング溝内に挿入可
能なスナップリングは、キャリア部材を駆動軸上にて軸方向に固定する。シール組立体が
駆動軸に挿入されたとき、駆動ピンは、駆動軸の端部にて開口するキー溝内を移動する。
次に、スナップリングは、駆動軸上を軸方向に押してシール組立体の圧縮力の下、スナッ
プリング溝内に着座するようにする。
【０００７】
　ルーテスの解決策は、上記した目的に良好に適合するが、構造体は、特定のシール組立
体に嵌まるよう駆動軸の特定的で且つ精密な切削加工を必要とする。
　米国特許第Ｂ１－５，５５８，３４３号明細書にて、アパリシオ（Ａｐａｒｉｃｏ）は
、インペラが駆動軸の端部と接続可能な、水中ポンプの軸方向面シール組立体を開示して
いる。該シール組立体は、連続的な順序にて、密封端面を提供する摩耗ディスクと、駆動
軸上を摺動するよう配置されたキャリア内にて支持された環状のシール部材と、該キャリ
アを付勢する圧縮ばねと、を備え、シール部材及び摩耗ディスクは、インペラに対して、
従って、駆動軸に対して軸方向に及び回転不可能に固定できる基部材から離れている。キ
ャリアから反対方向を向いたその底部端にて、基部材には、インペラの後部から軸方向に
支持された半径方向フランジが設けられている。停止ピンがインペラの後部から立ち上り
、基部材のフランジに形成された環状の通路内にてタブと係合し、該停止ピンは、基部材
をインペラに対して回転不可能に固定する。基部材及びキャリアは、相互に係止する半径
方向突出部と、２つの要素のシリンダ壁に形成されて、これら２つの要素間の軸方向への
相対的な動きを許容する開口部とにより回転不可能に係合する。
【０００８】
　アパリシオの解決策は、軸方向アクセスのみを要求する取り付け手順の目的に適合する
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が、該構造体は、交換のためインペラを分解する場合、不具合なことに、ハウジング外に
落下する。米国特許第Ｂ１－５，５５８，３４３号明細書において、シール組立体は、ポ
ンプ自体の有効寿命の間、取り付けたままであることを意図するから、このことは問題と
ならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第Ｂ１－６，３６４，６０５号明細書
【特許文献２】米国特許第Ｂ１－５，５５８，３４３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の１つの目的は、回転機械内にて駆動軸と共に回転するよう配置され、取り付け
及び取り外しの手順中、軸方向アクセスのみを必要する構造とした軸方向面シール組立体
を提供することである。
【００１１】
　本発明の別の目的は、回転機械内にて駆動軸に対して軸方向に及び回転不可能に固定す
ることができ、また、シール組立体を駆動軸上に配置し得るように駆動軸の切削加工を不
要とする構造とした軸方向面シール組立体を提供することである。
【００１２】
　本発明の更に別の目的は、連続的な駆動軸の面にてシール部材の適正な軸方向偏倚を保
証するための取り付け手順に適応させた軸方向面シール組立体を提供することである。
　本発明の更に別の目的は、取り付け保持具により連続的な駆動軸の面にてシール部材の
適正な軸方向偏倚を保証するための取り付け手順に適応させた軸方向面シール組立体を提
供することである。
【００１３】
　本発明の目的は、特許請求項に規定した、軸方向面シール組立体、取り付け方法及び取
り付け保持具を通じて実現される。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　簡単に説明すれば、少なくとも次の構成要素、すなわち、シール部材と、キャリアと、
基部材とを軸方向に連続的に備え、これらの構成要素の全てが駆動軸と同心状の関係にて
取り付け得るような形状とされた、回転機械内にて駆動軸と共に回転する軸方向面シール
組立体が開示される。シール組立体において、シール部材は、密封端面を提供し得るよう
にキャリア内に着座し、キャリアは、基部材に回転不可能に接続されている。該キャリア
は、基部材に対して軸方向に可動であり且つ、基部材とキャリアとの間に介在させた圧縮
ばねにより基部材から偏倚されて離れる。本発明によれば、基部材は、第一の端部及び第
二の端部を有する開放したリングクランプにより駆動軸に対して軸方向に及び回転不可能
に固定することができる。本発明の特徴は、リングクランプが基部材上に支持され、上記
第一及び第二の端部の少なくとも一方は周方向に向けて他方の端部に対して可動であり、
締結手段は、リングクランプの第一及び第二の端部間の相対的な距離を調節し得るよう基
部材上に回転可能に軸支される点である。
【００１５】
　開示されたように、リングクランプの周方向寸法を小さくし得るように配置された締結
手段と組み合わせて、基部材の内周内に収容されるようにリングクランプを配置すること
は、連続的な外面を有する駆動軸の選択随意の位置にシール組立体を摩擦力を利用して捕
捉することになる。このようにして、シール組立体を駆動軸上に配置するため、駆動軸の
追加的な切削加工を不要にすることができる。連続面は、勿論、必要条件ではなく、リン
グクランプは、これと代替的に、適当であれば、駆動軸上に形成された形態物と協働する
ようにしてもよい。
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【００１６】
　締結手段は、基部材の底端部、すなわち、キャリアに向けた面の頂端部と反対の端部に
配置されることが好ましい。
　この実施の形態は、シール組立体に対する軸方向アクセスのみを必要とする手順にて取
り付け／取り外すため、シール組立体を配置する選択肢を保証する。
【００１７】
　１つの好ましい実施の形態において、リングクランプは、基部材の底端部の内周付近に
て支持されている。リングクランプの第一の端部は、基部材の底端部に形成したクランプ
座部内にしっかりと着座する一方、リングクランプの第二の端部は、隣接するクランプの
座部内に配置され、また、締結手段により周方向に向けて可動であり、該締結手段は、隣
接するクランプ座部にてリングクランプの第二の端部と係合する。
【００１８】
　同様に、好ましい実施の形態において、締結手段は、調節ねじを備えており、該調節ね
じは、シール組立体の長手方向軸線と平行な方向に向けて挿入可能である締結ツールによ
り係合し得るように基部材に回転可能に軸支されている。
【００１９】
　該調節ねじは、リングクランプの可動の端部と直接係合することにより、駆動軸の回り
にてリングクランプを周方向に圧縮し得るように配置することができる。この目的のため
、該調節ねじは、截頭円錐形部分を備え、より大きい半径を有する該截頭円錐形部分の端
部は、基部材から離れる方向を向くようにすることが望ましい。該截頭円錐形部分は、膝
状部の内側部と係合し、該膝状部はリングクランプの円形部分をリングクランプの端部に
接続し調節ねじの截頭円錐形部分の回りを回るように形成されている。
【００２０】
　これと代替的に、截頭円錐形部分は、調節ねじに回転可能に軸支された別個の円錐形ス
リーブにより提供されるようにしてもよい。
　別の代替例は、Ｃ字形クランプを介してリングクランプの第一及び第二の端部と間接的
に係合する調節ねじを備える締結手段とし、該Ｃ字形クランプは、調節ねじにより駆動さ
れて、基部材内を案内されて動くようにすることを想定する。
【００２１】
　キャリアは、少なくとも１つの止め釘により基部材に回転不可能に接続することができ
、該止め釘は、キャリアの底端部から突き出し且つ基部材の両端に設けられている相応す
る止め釘穴の開口内に挿入可能であることが好ましい。この実施の形態は、取り付け手順
に用いられる取り付け保持具との相互作用を容易にし、この手順は、取り付けたとき、基
部材とキャリアとの間に介在されたばね部材の適正な軸方向への圧縮が常に設定されるこ
とを保証する。
【００２２】
　軸方向面シール組立体を回転機械内にて駆動軸と共に回転する関係にて取り付けるため
の手順にて使用し得るようにした取り付け保持具は、頂端部と、底端部と、保持具を当該
駆動軸上に挿入し得るようにした半径を有する第一の貫通穴とを有する本体を備えている
。該本体の頂端部は、シール組立体の構成要素を保持具上に配置するように構成されてい
る。本体の第二の貫通穴は、シール組立体が保持具上に配置されたとき、締結手段と整合
し得るような位置に配置されており、該第二の貫通穴は、締結ツールを本体の底端部から
挿入し得るようにされている。保持具本体の頂端部は、基部材及びキャリアを所定の軸方
向距離にて相互の関係に支持し得るように配置されている。
【００２３】
　保持具には、キャリアの底部から突き出す止め釘に対して対向する関係にて保持具本体
の頂端部から立ち上る少なくとも１つの突起が設けられている。該突起は、シール組立体
が保持具上に配置されたとき、基部材から或る軸方向距離にてキャリアを支持し、突起及
び止め釘の軸方向長さは、協働して上記の軸方向距離を決定する。保持具本体の頂端部の
突起は、シール組立体が保持具上に配置されたとき、基部材を貫通する止め釘穴内に突き
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出す止め釘として具体化することができる。
【００２４】
　取り付け保持具の助けを受けて軸方向面シール組立体を取り付ける手順は、次の工程を
通じて行なわれる。
　連続的な順序にて、リングクランプ及び締結手段を有する基部材と、圧縮ばねと、キャ
リアと、シール部材とを配置し得るように配置された保持具上にてシール組立体の構成要
素を組み立てる工程と、
　シール部材が回転機械にて静止状態に配置された対向したシール面と当接する迄、保持
具及びシール組立体を共に駆動軸上にて挿入する工程と、
　保持具により設定された所定の程度までシール組立体を圧縮ばねの力に抗して圧縮する
工程と、
　保持具を除去する前に、リングクランプを締結する工程とである。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　本発明は、概略図的な添付図面に関して以下により詳細に説明する。
【図１】シール組立体の構成要素及び取り付け保持具を分解図にて示す。
【図２】シール組立体の組み立てた構成要素を底部斜視図にて示す。
【図３】取り付け保持具と相互作用する係合状態にある、シール組立体の長手方向断面図
である。
【図４】シール組立体内に含まれるキャリア部材の改変した実施の形態を示す。
【図５】シール組立体内に含まれるリングクランプを締結する改変した手段を概略図的に
示す、シール組立体の弦線に沿った部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　軸方向シール面組立体内にて含まれる必須の構成要素は、図１の分解図に示されている
。これらの構成要素は、図面の頂部から底部まで連続的な順序にて示されており、構成要
素の図示した相対的な位置は、本明細書にて構成要素の頂端部及び底端部に関する事項の
全てを説明する。
【００２７】
　図面の頂部から、シール組立体は、その頂端部に密封端面２を提供する環状のシール部
材１を備えている。参照番号３は、エラストマー材料にて出来た環状のシール要素を示し
、該エラストマーシール３は、シール部材１とキャリア４との間に介在させ得るよにされ
ている。圧縮ばね５が環状の基部材６とキャリア４との間に介在されており、該圧縮ばね
は、キャリア及びシール部材に対して軸方向に偏倚力を作用させる軸方向力を加える。該
基部材６は、基部材６の内周内に収容されるように配置された開放したリングクランプ７
により駆動軸に軸方向に及び回転不可能に固定することができる（図２から最も良く理解
されるように）。リングクランプ７は、基部材６に回転可能に軸支された調節ねじ８によ
り周方向に向けて圧縮可能である。参照番号９は、以下に更に説明する取り付け保持具を
示す。
【００２８】
　キャリア４を再度、参照すると、止め釘１０は、キャリアの底端部から突き出すように
配置されている。好ましくは、開示したように、３つの止め釘１０が等距離だけ隔てられ
て突き出すものとする。止め釘１０は、基部材６の頂端部及び底端部の相応する止め釘穴
１１の開口内に挿入可能な寸法とされている（図２の挿入した止め釘を参照）。止め釘が
止め釘穴に係合する結果、キャリア４は、基部材６に対して回転不可能であるが、軸方向
に向けて該基部材に対して可動であるように接続されている。基部材６は、調節ねじ８に
てねじ付き部分１３と螺着係合するように配置された穴１２を更に備えている。該ねじ付
き部分１３は、その作用について以下に更に説明する截頭円錐形部分１４に隣接している
。第一及び第二の座部１５、１６は、それぞれ、基部材６の底端部に形成され、且つリン
グクランプ７の第一の端部１７及び第二の端部１８をそれぞれ受け入れ得るように配置さ
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れている。座部１５、１６は、リングクランプの可動端部に対する相手方支持体１９とし
て機能する中間の基部材部分１９により分離されている。
【００２９】
　シール組立体の組み立てた構成要素は、図２の底部斜視図に図示されている。図面は、
基部材６を通って伸びる止め釘穴１１に位置する止め釘１０を示す。リングクランプ７は
、この場合、基部材の底端部の内周に形成された環状の凹所２０内に受け入れられる。し
かし、リングクランプ７は、環状の凹所２０を通じて提供されるから、基部材６内に受容
する必要はない。リングクランプは、これと代替的に、リングクランプの一端と係合する
、調節ねじ８からの支持体により、また、リングクランプの他端と係合する、突き出す相
手方支持体により基部材の底端部内に支承されるようにしてもよい。これと代替的に、リ
ングクランプは、図２に開示した程度よりも深く基部材内に着座するようにしてもよいが
、勿論、この場合、締結ねじ又は調節ねじを相応する位置に配置する必要がある。
【００３０】
　リングクランプ７は、リングクランプの非締結状態にて環状の基部材６の内径と等しく
又はより大きい内径を有することが理解されよう。リングクランプ７は、圧縮する、すな
わち、駆動軸から分離しているとき、駆動軸の外径よりも小さい内径となるように圧縮す
ることができることが同様に理解されよう。
【００３１】
　第一の端部１７は、膝状の形成部２１を介してリングクランプの円形の部分に隣接し、
第一の端部は、該膝状の形成部から半径方向に伸びて、座部１５内にしっかりと着座する
ようにする。第二の端部１８は、これに相応して、第二の端部をリングクランプの円形部
分と接続する膝状部２２から伸びている。第二の端部１８は、中間の基部材の部分１９に
より第一の座部１５から分離して隣接する座部１６内に可動に受け入れられる。調節ねじ
８は、隣接する座部１６内に回転可能に軸支されて、截頭円錐形部分１４が膝状部２２の
内側部と摺動接触する状態にて作用可能に係合する。調節ねじ８が回転して基部材６内に
深く入ったとき、截頭円錐形部分は、第二の端部１８をリングクランプの第一の端部に向
けて押し付ける。環状リリーフ２３が相手方支持体１９に形成される結果、第二の端部１
８の膝状部２２は、リングクランプの周方向に向けて移動することが許容され、リングク
ランプの直径を小さくし、駆動軸の周縁の回りに摩擦可能に締め止めされるようにする。
このようにして、基部材６は、リングクランプを締結することにより、駆動軸と同心状の
関係にて回転不可能に且つ軸方向に捕捉される。
【００３２】
　調節ねじ８は、このようにして、相手方支持体１９と協働して、リングクランプ７を周
方向に収縮させるように配置され、駆動軸の回りにて周方向に摩擦係合が実現されるよう
にする。換言すれば、リングクランプの端部１８の最外側端部は、相手方支持体１９の半
径方向外周の付近にて静止状態に捕捉される一方、基部材６の半径から偏倚する角度付き
のリリーフ２３は、膝状部２２が他方のリングクランプの端部１７に向けて周方向に動く
ことを許容する。
【００３３】
　リングクランプ７は、多角形又は丸形又は円形の断面輪郭外形であるようにすることが
できる。選択随意的に、リングクランプ７は、円形の断面とし且つ、平面状の内径、すな
わち、Ｄ字形の断面の輪郭外形を有するように形成することができる。膝状部２２及びリ
ングクランプの端部１８の隣接する部分は、同様に、適当であれば、截頭円錐形部分１４
の傾斜角度と相応するように形成することができる。
【００３４】
　図３は、回転機械内の駆動軸の回りにて同心状の関係にて取り付けたときに見られる構
成要素の組立体を示す。駆動軸及び回転機械は図３に図示されていないが、端面２を有す
るシール部材１は、駆動軸上の取り付けた位置にあるとき、圧縮したばね５により押し付
けられて、回転機械のハウジング内に静止状態に配置された密封面と協働して密封した境
界面を実現することが理解されよう。図示した実施の形態において、エラストマーシール
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３は、相互に接続する半径方向部分３´を介して底部シリンダ部分と接続する頂部シリン
ダ部分を備えている。ばね５の力の下で、半径方向部分３´は、シール部材１の底端部と
、キャリア４に形成された半径方向フランジ２４との間にて圧縮される。この圧縮の結果
、エラストマーシール３は、半径方向内方に拡張して、図３に参照番号２５で示した膨大
部によって示したように、駆動軸の周縁の回りにて密封効果を実現する。
【００３５】
　しかし、密封要素の詳細な構造は、本発明のこの作用、技術的効果及び実現可能な有利
な効果にとって必須ではない。このため、エラストマーシール３の詳細な説明は、単に図
示した実施の形態を説明することを目的とするものであり、シール部材１とエラストマー
シール３との組み合わせを、全体として、本発明による軸方向面シール組立体から成る密
封部材とみなすことができる。
【００３６】
　図３は、取り付け保持具９と一時的に相互作用する組み立てた構成要素を示す。該保持
具９（図１も参照）は、頂端部及び底端部を有する本体を備えている。
本体の両端の中央貫通穴２６の開口は、保持具を駆動軸に挿入し得るようにされている。
保持具本体の頂端部は、シール組立体の構成要素を保持具９の頂端部上に連続的な順序に
て組み付け得るようにされている。頂端部から立ち上がる突起２７は、シール組立体を保
持具９上に正確に配置することを保証する。シール組立体が保持具９上に正確に配置され
たとき、調節ねじ８は、保持具本体を貫通する追加的な穴２８と整合される。該追加的な
貫通穴２８は、リングクランプを駆動軸の回りにて締結するため、調節ねじ８を回転させ
る締結ツールを挿入するための通路を提供する。
【００３７】
　保持具９は、取り付け手順にて、圧縮ばね５の所定の圧縮を実行するよう更に配置され
ている。シール組立体が保持具上に正確に配置されたとき、基部材６の底端部は、保持具
９の頂端部に形成した周方向肩部２９上に休止する。この位置にて、突起２７は、止め釘
１０に対し対向する関係に配置されている。このため、これらの止め釘は、突起２７の頂
端部から支持され、これにより、止め釘及び突起の軸方向長さは、協働して、キャリア４
と基部材６との間の所定の軸方向距離を設定する。キャリア上に形成された半径方向フラ
ンジ３０と基部材上に形成された半径方向フランジ３１との間にて捕捉された圧縮ばね５
は、これに相応して圧縮され、回転するシール部材１と機械のハウジング上に配置された
静止したシール面との間の密封境界面に偏倚力を作用させるであろう。
【００３８】
　シール組立体及び保持具９は、共に、包装体の形態にて駆動軸に挿入可能である。組み
合わさった状態のとき、保持具９は、リングクランプ７を基部材６の底端部内に固定する
。この目的のため、保持具の頂端部に形成された肩部３６（図１も参照）は、シール組立
体が保持具上に配置されたとき、リングクランプを支持する。肩部３６は、開示したよう
に円形とすることができるが、完全な円に沿って伸びるようにする必要はない。
【００３９】
　望ましくは、保持具及びシール組立体は、一時的に、組み合わせた状態又は包装体の状
態にて互いに係止される。この目的のため、保持具９を貫通するツール通路２８は、例え
ば、図３に示した態様にて調節ねじ８のヘッドと形態嵌め又はスナップ嵌め係合状態で保
持具を基部材６に取り付け得るような寸法とされている。このようにして、保持具、リン
グクランプ及び基部材は、調節ねじが基部材内に更にねじ込むことにより、締結される迄
、１つのユニットとして取り扱うことができ、そのとき、形態／スナップ嵌め係合状態は
解除され、保持具は、シール組立体から落下し、その後、保持具は、駆動軸に固定される
。
【００４０】
　形態嵌め／スナップ嵌め係合は、保持具と調節ねじとの間の係合を解除することにより
、シール組立体は駆動軸上にて正確に軸方向に及び回転不可能に固定されたことを取り付
け作業員に対して確実に表示するように寸法決めし且つ調節することができる。保持具９
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は、合成材料にて製造されることが望ましく、また、調節ねじ８との形態嵌め又はスナッ
プ嵌め係合状態を解除するため、ある程度の変形を要するように構成することができる。
【００４１】
　取り付け保持具９の助けによって軸方向面シール組立体を取り付ける手順は、次の工程
を通じて実現される、すなわち、
　リングクランプ７及び締結手段８を有する基部材６、圧縮ばね５、キャリア４及びシー
ル組立体３、１を連続的な順序にて配置するように構成された保持具９の頂端部にてシー
ル組立体の構成要素を組み付ける工程と、
　シール部材１が回転機械にて静止状態に配置された対向したシール面と当接する迄、保
持具及びシール組立体を共に駆動軸上にて挿入する工程と、
　保持具９により設定された所定の程度までシール組立体を圧縮ばね５の力に抗して圧縮
する工程と、
　保持具を除去する前に、リングクランプを締結する工程とを通じて実現される。
【実現可能な改変例及び代替的な実施の形態】
【００４２】
　図１－３は、軸方向面シール組立体の１つの実施の形態を示し、この場合、止め釘１０
及び突起２７は、反対方向から挿入し、止め釘穴１１内にて基部材６を通じて支持接触す
る状態に合わさるような寸法とされている。
【００４３】
　止め釘は、これと代替的に、止め釘穴１１を貫通して到達するよう伸びるようにしても
よい。かかる実施の形態において、突起２７は、より短くすることができ、また、止め釘
穴１１内に挿入可能な形状とする必要はない。更に１つの代替的な実施の形態において、
止め釘は、適当であれば、基部材の頂側部に形成された相応する凹所内に受け入れられる
よう伸びるようにしてもよい。
【００４４】
　シール組立体の取り扱いを簡略化するため、止め釘１０は、止め釘が止め釘穴１１内に
挿入されたとき、キャリア４及び基部材６を組み立てた関係にて係止する形状とされるこ
とが望ましい。この目的のため、止め釘穴１１の頂端部の開口及び止め釘１０の底端部は
、組み立てた状態にて圧縮したばね５から加わった力を上回る分離力を別にすれば、協働
して、止め釘が止め釘穴から出るのを防止する寸法とされている。これと代替的に且つ、
図４に図示したように、止め釘１０´の底端部には、止め釘の端部の幅を拡げ得るように
変形することのできる舌状体３２を形成することができる一方、止め釘穴１１には、頂端
部に向けて僅かなテーパーが付けられており、このように、止め釘１０´が止め釘穴から
出るのを防止する。
【００４５】
　開示したように、調節ねじ８には、図示した実施の形態にて、リングクランプ７と直接
係合する截頭円錐形部分が形成されている。これと代替的に、調節ねじは、リングクラン
プの端部と係合する半径方向に突出するカム面が形成されるように断面図にて不規則であ
るようにしてもよい。かかる実施の形態において、調節ねじは、リングクランプの締結を
実行するためには、１回転の一部だけ回転させればよい。
【００４６】
　調節ねじは、これと代替的に、基部材上にて案内された動きをするように配置された介
在要素を介して間接的な係合を通じてリングクランプの締結を実行するよう配置してもよ
い。かかる改変した実施の形態は、円錐形の外面を有するスリーブが調節ねじ上にて回転
可能に支持されるようにすることを想定する。
【００４７】
　締結手段の別の改変例は、調節ねじが係合し且つ該調節ねじにより駆動されて、基部材
に向けて動き、リングクランプ７を締結する別個のクランプを提供することを含む。該別
個のクランプは、Ｌ字形の形状とし、また、リングクランプの可動の端部と係合する傾斜
した内面が形成されるようにすることができる。これと代替的に、別個のクランプ３３は
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、図５に示したようにＣ字形の形状とし、また、２つの対向した傾斜内面３４、３５が形
成されるようにし、該傾斜内面の各々は、その双方が基部材６内にて可動であるように配
置された、２つのリングクランプの端部１７、１８の一方と係合するようにする。
【００４８】
　実施の形態の上記の説明から理解されるように、リングクランプ７は、操作を通じて駆
動軸の回りにて締結することが望ましく、この場合、締結するときに加えられる力に対す
る相手方支持力は基部材６から供給される。このようにして、クランプの端部を接続する
半径方向調節ねじにより従来、締結される別個の保持クランプの場合と相違して、リング
クランプ７は、基部材とのその係合を利用して締結操作を行なう。
【００４９】
　これと代替的に、リングクランプ７の第一及び第二の端部には、各々、その双方が基部
材に回転可能に軸支された２つの調節ねじのそれぞれ一方が係合するようにすることがで
きる。これらの２つの調節ねじは、等しくねじ付けし、又は相互に反対方向に向けてねじ
付けすることができる。
【００５０】
　更に別の改変例において、開放したリングクランプは、重なり合うリングクランプの端
部を有するように配置することができる。また、リングクランプは、１回、１．５回、又
は数回の完全な回転にてヘリカル状に伸びて、これにより、リングクランプの一端が基部
材内にて静止状態に着座し、他端は、基部材に回転可能に軸支された締結手段により係合
されるように可動であるようにすることも考えられる。リングクランプは、２つのリング
クランプ半体に分離され、各リングクランプ部分は、駆動軸の回りの周縁の約２分の１に
到達し、また、各リングクランプ部分は、別個の締結手段と係合する少なくとも１つの可
動の端部を有するようにすることが更に考えられる。
【００５１】
　上述した改変例に加えて、特許請求の範囲は、本明細書にて提供した教示を適用すると
き、当業者により容易に理解されるであろうシール組立体の構成要素の細部の点の任意の
改変例を包含するよう読むべきである。
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